
 
令和８年度「未利用果実等利活用に係る実需調査」業務委託 

プロポーザル公募要領 
 
１．趣旨 
  和歌山県内で発生する未利用果実について、特にこれまで活用が進んでいない分野におい

て、活用が見込まれる分野の抽出や企業へのヒアリングを通じて活用するための条件や課題

を整理し、今後のマッチングに繋げることを目的とする。 

 
２．委託業務の内容 

別添「仕様書」のとおり 
 
３．委託上限額 

金４，９００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む） 
 

４．委託契約期間 
本業務の委託契約期間は、契約締結の日から令和９年３月３１日（水）までとする。 

 

５．契約候補者の選定 

（１） 選定方法  

     上記業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式     

により、和歌山県（以下、県）が別に定める「和歌山県農林水産部所管公募型プロポ

ーザル方式等事業者選定委員会」委員（以下、選定委員）により構成された会議（以

下、審査会）にて契約候補者を選定する。 
 
（２） 参加の資格要件 

参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であること。 
ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定によ

り競争入札への参加を排除されていない者であること。 
ウ 県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けていない者である

こと。 
エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続きの申立がなされ

ている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立がなされている者でないこと。 

オ 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競

売手続の開始決定がなされていないこと。 

カ 国税及び県税の滞納がない者であること。 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行っている者でないこと 

ク 県の要請に応じて、速やかに対応することが可能であり、関係事業者と緊密に連

絡調整をとれる体制を整えている者であること。 



 
６．手続き等に関する事項 
（１） スケジュール 
    ・公募開始              令和８年６月３０日（火） 

・実施要領等に関する質問受付締切   令和８年７月 ８日（水） 
・質問への回答期日          令和８年７月１６日（木） 
・企画提案書受付締切         令和８年７月２９日（水）１７時 
・審査会               令和８年８月２０日（木）（予定） 
・審査結果の通知           審査会開催日の翌日以降速やかに行う 
※審査会開催日は変更する可能性があります。 

 
（２） 実施要領等に関する質問書の受付及び回答 

ア 質問書受付期間 
令和８年７月８日（水）１７時まで 

イ 質問書提出方法 
質問事項がある場合は、公募要領等に関する質問書（別紙様式１）を電子メール

により「８．問い合わせ先及び各種書類の提出先」宛てに送付すること。 
※電子メールのタイトル（件名）を「未利用果実等利活用に係る実需調査業務委

託プロポーザル質問」とすること。 
※質問書送付後、必ず担当者に電話等で受領確認を行うこと。 
なお、下記に係る質問については受け付けない。 
・電話や来訪による口頭での質問 
・提案書の具体的な記載方法、記載内容及び審査基準についての質問 

ウ 質問回答 
質問者に対し電子メールにより令和８年７月１６日（木）１７時までに回答する

ほか、必要に応じて県食品流通課ホームページ上に回答を掲載する。 
 
（３） 企画提案に係る書類の提出 

ア 提出書類 
（ア） 企画提案申請書（別紙様式２） 
（イ） 企画提案書 

（任意様式。ただし用紙の大きさは日本産業規格 A４とすること。） 
別紙「仕様書」を確認の上、次の項目が分かる資料も企画提案書に盛り込むこと。 
・業務運営体制や業務運営スケジュール 
・業務運営対応者の実務経歴（コンサルティング業務実績など） 
・類似事業に関する実施実績 
・事業展開時における連絡調整の手法 

（ウ） 見積書（任意様式） 
・見積額は消費税及び地方消費税を含む額とし、｢３．委託上限額」を超え

ないこと。 
・積算根拠を明示すること。 
・宛て先は「和歌山県知事」とすること。 

（エ） 誓約書（別紙様式３） 



（オ） 提案者の概要が分かるもの（会社案内等） 
      ※ 

（カ） 定款（又は寄付行為）の写し 
（キ） 法人登記事項証明書 
（ク） 印鑑登録証明書 
（ケ） 直前１事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算

書又はこれらに類する書類 
（コ） 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明

書（提出日において発行の日から３ヶ月以内のもの） 
（サ） 県税に未納がない旨の証明書（県内に本店又は支店を有する者に限る）（提

出日において発行の日から３ヶ月以内のもの） 
     

※以下の（１）もしくは（２）に該当し、その資格を証明する書類を提出する場合は、

上記関係書類うち「（カ）～（サ）」の書類を省略することができる。 
（１）和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格を有する者は、「和歌山県

役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書」の写しを添付すること 
（２）令和７・８・９年度の全省庁統一資格において「役務の提供等（調査・研究）」

の A・B・C の等級に格付けされている者は、資格審査結果通知書の写しを添付する

こと 
 

イ 提出方法 
直接持参、郵送（書留必着）又は電子メール（PDF ファイル等） 

  ・直接持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く開庁日の９時から１７時まで。 
※容量の大きいデータは、メールで受領できない可能性があるため、おおよそ

5MB を超える場合はデータの送付方法について、県担当者に確認を行うこと。 
 
ウ 提出部数 

・書面の場合 
（ア）～（エ）：６部（正本１部、副本５部） 
（オ）～（サ）：１部（正本に添付） 

・電子データの場合 
提出書類一式 １部 

 
エ 提出期限等 

・提出期限：令和８年７月２９日（水）１７時（必着） 
・提 出 先：「８．問い合わせ先及び各種書類の提出先」宛て 
※送付後、書類が届いたかどうかの確認を必ず担当者に電話等で行うこと。 
 

オ 留意事項 
（ア） 前記ア（イ）「企画提案書」の内容については、契約候補者を選定するため

のものであり、提案書どおりに実施するものではなく、県との協議により、

実施内容を決定する。 
（イ） 前記ア（ウ）「見積書」内の経費等の金額については、市場価格等を十分精



査し、適正な価格となるよう調整することがある。 
（ウ） 審査会において、企画提案書等を使用してプレゼンテーションを実施する

こと。 
 
（４） 企画提案に際しての注意事項 

ア 失格又は無効 
以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる。 
・提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 
・提出書類に虚偽の内容を記載した場合 
・審査の公平性に影響を与える行為があった場合 
・本公募要領に違反すると認められる場合 
・その他担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき 

イ 著作権・特許権等に係る責任 
提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、

維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て提案者が負う。 
ウ 複数提案の禁止 

提案は１種類のみとし、複数の企画提案書の提出はできないものとする。 
エ 返却等 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。また、差し替え及び再提出は認めない。 
オ 費用負担 

企画提案書の作成、提出、審査会への出席など企画提案に要する経費等は、すべ

て提案者の負担とする。 
カ その他 

      提案者は企画提案書の提出をもって公募要領等の記載内容に同意したものとする。 
      提出された企画提案書等は、条例に基づく情報公開請求の対象となる。 

 
７．審査に係る事項 
（１） 審査方法 

審査は、審査会にて行う。 
なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼン

テーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提

案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。 
 
（２） 審査会 

ア 開催日時 
令和８年８月２０日（木）（予定） 
（日時については提案者に別途通知する。） 

イ 開催方法 
「審査会場での対面形式」または「Web 会議形式」のいずれかを提案者が選択で

きるものとする。 
＜「審査会場での対面形式」の場合＞ 
（開催場所）和歌山県庁東別館 ６階 ６－Ａ会議室 



（和歌山市小松原通一丁目１番地） 
＜「Web 会議形式」の場合＞ 
「ZOOM」を使用予定 

ウ 企画提案の所要時間 
各提案者３５分程度（プレゼンテーション２０分・質疑１５分）とする。 

エ 注意事項 
  ・プレゼンテーションの順番は原則として企画提案書の受付順とする。 

・参加人数は、１提案者当たり３名までとする。 
・パソコンやプロジェクター等の機材を使用する場合は、事前に申し出ること。 
・企画提案書類等の受付期間内に提出した資料のみでプレゼンテーションを実施 
すること。 

・提案者は他の提案者のプレゼンテーションを傍聴することはできない。 
・指定の時間に遅れた場合には、審査対象とはしない。 

 
（３） 審査項目及び審査内容 

ア 提案のあった事業内容について、下記審査項目に基づき審査、採点し、最高評価

点を得た提案者を契約候補者として選定する。なお、最高得点の者が複数の場合は、

選定委員による多数決により決定する。 
イ 提案者が１者の場合においても、審査会における評価の結果、各選定委員の評価

点の合計が満点の６割以上に達している場合、当該提案者を契約候補者に選定する。 
ウ 審査結果は、選定後、速やかに参加者に書面（郵送もしくは電子メール）で通知

する。 
エ 審査会において必要と認める審査項目を追加する場合がある。 

  【審査項目】 
   ・本業務に関する理解度が高く、提案内容の着眼点、企画・提案力が優れているか（10 点） 

・調査対象先の実需者や品目の提案と根拠は明確かつ有効か（20 点） 
・青果物の生産・流通に関して、実務的且つ専門的な知見が含まれた提案となっているか（20点） 

   ・業務運営体制は県や関係事業者等と円滑な連絡調整が可能な体制となっているか（10 点） 
・業務運営スケジュールは迅速かつ現実的な内容となっているか（10 点） 

   ・業務を確実に履行できる技術・実績等が十分に備わっているか（20 点） 
   ・調査は予算内で最大限の効果を引き出すことができる提案内容か（10 点） 

 
（４） 審査結果の公表方法及び内容 

審査結果は、審査会の翌日以降に県食品流通課のホームページにて次の内容を公表

する。 
ア 契約候補者の名称及び評価点 
イ 次点以下の参加者の評価点（提案者名は併記しない） 

 
（５） 契約の締結 

ア 契約候補者と県とが協議し、委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約を締結

する。仕様書の内容は、提案された内容が基本となるが、契約候補者と県との協議

により最終的に決定する。 
イ 契約候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかった場



合は、その選定を取り消し、審査会で次点となった者と契約内容についての協議の

上で、契約を締結するものとする。 
ウ 委託先として選定した事業者については県食品流通課のホームページで公表する。 

 
８．問い合わせ先及び各種書類の提出先 

和歌山県 農林水産部 農林水産政策局 食品流通課 生産者支援班 森本、播磨 
（〒640-8585  和歌山市小松原通一丁目１番地 和歌山県庁 東別館 ５階） 

TEL：０７３－４４１－２８１３  FAX：０７３－４３２－４１６１ 
E-mail：morimoto_t0019@pref.wakayama.lg.jp 


